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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力回収用の膨張機（31）が接続された冷媒回路（10）を備え、該冷媒回路（10）内で
冷媒を循環させて冷凍サイクルを行う冷凍装置であって、
　上記冷媒回路（10）における上記膨張機（31）から蒸発器へ至る冷媒流通経路の途中に
配置されて、該膨張機（31）で減圧された冷媒をさらに減圧させる低圧側膨張機構（43,5
1）と、
　上記冷媒回路（10）を循環する冷媒の量を調節するために、該冷媒回路（10）における
上記膨張機（31）から低圧側膨張機構（43,51）へ至る冷媒流通経路の途中に配置された
冷媒調整タンク（35）と、
　上記冷媒調整タンク（35）内の液冷媒を上記圧縮機（30）へ供給するための液インジェ
クション通路（39）と、
　上記液インジェクション通路（39）における冷媒流量を調節する液流量調節機構（40）
と、
　上記冷媒回路（10）において上記膨張機（31）をバイパスするように該膨張機（31）の
上流と下流とを接続するバイパス通路（58）と、
　上記バイパス通路（58）における冷媒流量を調節するバイパス量調節機構（59）とを備
えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項２】
　請求項１において、
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　上記冷媒調整タンク（35）内のガス冷媒を上記圧縮機（30）へ供給するためのガスイン
ジェクション通路（37）を備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記ガスインジェクション通路（37）における冷媒流量を調節するガス流量調節機構（
36）を備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項４】
　請求項１又は２において、
　上記圧縮機（30）から吐出される冷媒の温度が所定の制御目標値となるように上記液流
量調節機構（40）を操作する制御手段（90）を備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項５】
　請求項１又は２において、
　上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧が所定の制御目標値となるように上
記液流量調節機構（40）を操作する制御手段（90）を備えていることを特徴とする冷凍装
置。
【請求項６】
　請求項１又は２において、
　上記冷媒回路（10）における凝縮器から膨張機（31）へ至る冷媒流通経路の途中に配置
されて、該膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節する高圧側流量調節機構（43,51）と
、
　上記圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高
圧とがそれぞれ所定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）及び高圧側流量
調節機構（43,51）を操作する制御手段（90）とを備えていることを特徴とする冷凍装置
。
【請求項７】
　請求項３において、
　上記圧縮機（30）から吐出される冷媒の温度が所定の制御目標値となるように上記液流
量調節機構（40）及びガス流量調節機構（36）を操作する制御手段（90）を備えているこ
とを特徴とする冷凍装置。
【請求項８】
　請求項３において、
　上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧が所定の制御目標値となるように上
記液流量調節機構（40）及びガス流量調節機構（36）を操作する制御手段（90）を備えて
いることを特徴とする冷凍装置。
【請求項９】
　請求項３において、
　上記冷媒回路（10）における凝縮器から膨張機（31）へ至る冷媒流通経路の途中に配置
されて、該膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節する高圧側流量調節機構（43,51）と
、
　上記圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高
圧とがそれぞれ所定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）、ガス流量調節
機構（36）、及び高圧側流量調節機構（43,51）を操作する制御手段（90）とを備えてい
ることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至３の何れか１つにおいて、
　上記冷媒回路（10）における凝縮器から膨張機（31）へ至る冷媒流通経路の途中に配置
されて、該膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節する高圧側流量調節機構（43,51）を
備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１１】
　請求項１０において、
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　上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧が所定の制御目標値となるように上
記液流量調節機構（40）を操作する一方で、該冷凍サイクルの高圧が該制御目標値を下回
る状態で上記圧縮機（30）の吐出冷媒の過熱度が所定値を下回る場合には、上記液インジ
ェクション通路（39）の冷媒流量を一定に保つように上記液流量調節機構（40）を操作す
ると共に、上記膨張機（31）を通過する冷媒流量が減少するように上記高圧側流量調節機
構（43,51）を操作する制御手段（90）を備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１２】
　請求項４乃至９，１１の何れか１つにおいて、
　上記制御手段（90）は、上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの成績係数がその
時の運転状態において得られる最高の値となるように、冷凍サイクルの運転状態に基づい
て上記制御目標値を設定するように構成されていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れか１つにおいて、
　上記冷媒回路（10）内で冷媒を循環させて行う冷凍サイクルの高圧が該冷媒の臨界圧力
よりも高い値に設定されていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　上記冷媒回路（10）には、二酸化炭素が冷媒として充填されていることを特徴とする冷
凍装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力回収用の膨張機が接続された冷媒回路を備え、この冷媒回路内で冷媒を
循環させて冷凍サイクルを行う冷凍装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、動力回収用の膨張機が接続された冷媒回路を備え、この冷媒回路内で冷媒を
循環させて冷凍サイクルを行う冷凍装置が知られている。この種の冷凍装置では、膨張機
が圧縮機と軸などによって機械的に連結されている。そして、膨張機における冷媒の膨張
により得られた動力を圧縮機の駆動に利用し、圧縮機を駆動するモータへの入力を削減す
ることで成績係数（ＣＯＰ）の向上を図っている。
【０００３】
　上記冷凍装置では、閉回路である冷媒回路に圧縮機と膨張機が接続されている。このた
め、圧縮機を通過する冷媒の質量流量と、膨張機を通過する冷媒の質量流量は、常に等し
くなければならない。ところが、圧縮機が吸入する冷媒や膨張機へ流入する冷媒の状態（
温度、圧力、密度など）は、冷凍装置の運転状態によって異なる。このため、例えば圧縮
機と膨張機の回転速度を個別に設定できないような場合には、圧縮機を通過する冷媒量と
膨張機を通過する冷媒量のバランスが崩れて、適切な運転条件（例えば、冷凍サイクルの
成績係数が高くなる運転条件）で運転できない場合がある。
【０００４】
　そこで、特許文献１に開示された冷凍装置では、圧縮機へ供給する液冷媒の量を調節し
て圧縮機が吸入する冷媒の密度を調節することによって、圧縮機の通過冷媒量と膨張機の
通過冷媒量とのバランスを調節可能にしている。具体的に、この冷凍装置は、冷媒調整タ
ンクと液インジェクション通路と液流量調節機構とを備えている。冷媒調整タンクは、膨
張機から蒸発器へ至る冷媒流通経路の途中に配置されている。液インジェクション通路は
、冷媒調整タンクの底部と圧縮機の吸入側とを接続している。液流量調節機構は、液イン
ジェクション通路に設けられている。この冷凍装置では、液流量調節機構の操作によって
圧縮機が吸入する冷媒の密度を調節する。
【特許文献１】特開２００６－７１１３７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来の冷凍装置は、冷媒調整タンクが膨張機の下流に配置されており、冷媒
調整タンク内の圧力が冷凍サイクルの低圧圧力とほぼ同じ値になる。つまり、冷媒調整タ
ンク内の冷媒と圧縮機に吸入される冷媒との圧力差が極めて小さくなる。具体的には、冷
媒調整タンク内の冷媒と圧縮機に吸入される冷媒との圧力差は、冷媒調整タンクから蒸発
器を経て圧縮機へ至るまでの冷媒の圧力損失による圧力の降下分しかない。このため、冷
媒調整タンクから圧縮機へ供給することができる冷媒量が少なく、圧縮機の通過冷媒量と
膨張機の通過冷媒量とのバランスを十分に調節できない場合があった。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするこころは、動力回収
用の膨張機が設けられた冷媒回路を備える冷凍装置において、冷媒調整タンクから圧縮機
へ供給可能な冷媒量を増加させ、圧縮機の通過冷媒量と膨張機の通過冷媒量とのバランス
を調節する能力を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、動力回収用の膨張機（31）が接続された冷媒回路（10）を備え、該冷媒
回路（10）内で冷媒を循環させて冷凍サイクルを行う冷凍装置（20）を対象とする。そし
て、この冷凍装置（20）は、上記冷媒回路（10）における上記膨張機（31）から蒸発器へ
至る冷媒流通経路の途中に配置されて、該膨張機（31）で減圧された冷媒をさらに減圧さ
せる低圧側膨張機構（43,51）と、上記冷媒回路（10）を循環する冷媒の量を調節するた
めに、該冷媒回路（10）における上記膨張機（31）から低圧側膨張機構（43,51）へ至る
冷媒流通経路の途中に配置された冷媒調整タンク（35）と、上記冷媒調整タンク（35）内
の液冷媒を上記圧縮機（30）へ供給するための液インジェクション通路（39）と、上記液
インジェクション通路（39）における冷媒流量を調節する液流量調節機構（40）とを備え
ている。
【０００８】
　上記第１の発明では、冷媒回路（10）において、圧縮機（30）から吐出された冷媒が、
例えば室外空気へ放熱してから膨張機（31）で膨張し、冷媒調整タンク（35）へ流入する
。冷媒調整タンク（35）から流出した冷媒は、低圧側膨張機構（43,51）でさらに膨張し
、続いて空気等から吸熱して蒸発した後に圧縮機（30）へ吸入されて圧縮される。冷媒回
路（10）では、このように冷媒が循環し、冷凍サイクルが行われる。冷媒調整タンク（35
）は、膨張機（31）と低圧側膨張機構（43,51）との間に設けられており、内部の圧力が
冷凍サイクルにおける中間圧になる。
【０００９】
　また、この発明の冷媒回路（10）では、冷媒調整タンク（35）内の液冷媒を、液インジ
ェクション通路（39）を通じて圧縮機（30）へ供給可能となっている。液インジェクショ
ン通路（39）における冷媒流量は、液流量調節機構（40）の操作によって調節される。例
えば、圧縮機（30）へ吸入される冷媒の過熱度が高くその密度が小さい場合に、圧縮機（
30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に比べて過少となり、適切な
運転条件に設定できない場合、例えば冷凍サイクルの高圧を適切な値に設定できない場合
がある。このような場合に液インジェクション通路（39）を通じて圧縮機（30）へ液冷媒
を供給すると、圧縮機（30）へ吸入される冷媒の密度が増大し、圧縮機（30）を通過でき
る冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とのバランスが適切な状態に調節される。こ
の第１の発明では、冷媒調整タンク（35）内の圧力が冷凍サイクルにおける中間圧になっ
ており、従来に比べて冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸入される冷媒と
の圧力差が大きい。
【００１０】
　また、第１の発明は、上記の構成に加えて、上記冷媒回路（10）において上記膨張機（
31）をバイパスするように該膨張機（31）の上流と下流とを接続するバイパス通路（58）
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と、上記バイパス通路（58）における冷媒流量を調節するバイパス量調節機構（59）とを
備えている。
【００１１】
　第１の発明では、適切な運転条件に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒
量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に比べて過少となる場合に、バイパス量調節機構（
59）を操作してバイパス通路（58）の冷媒流量を増加させると、圧縮機（30）を通過でき
る冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とがバランスされる。逆に、適切な運転条件
に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒
量に比べて過多となる場合に、バイパス量調節機構（59）を操作してバイパス通路（58）
の冷媒流量を減少させると、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過でき
る冷媒量とがバランスされる。この第１の発明では、冷媒調整タンク（35）内の冷媒を圧
縮機（30）に供給するだけでなく、バイパス量調節機構（59）を操作して膨張機（31）を
通過する冷媒流量を調節することによっても、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機
（31）を通過できる冷媒量とをバランスさせることが可能である。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、上記冷媒調整タンク（35）内のガス冷媒を上記圧
縮機（30）へ供給するためのガスインジェクション通路（37）を備えている。
【００１３】
　第２の発明では、冷媒調整タンク（35）内のガス冷媒が、ガスインジェクション通路（
37）を通じて圧縮機（30）へ供給される。冷媒調整タンク（35）内は、ガス冷媒が溜まっ
ていく状態にはならない。
【００１４】
　第３の発明は、第２の発明において、上記ガスインジェクション通路（37）における冷
媒流量を調節するガス流量調節機構（36）を備えている。
【００１５】
　第３の発明では、ガスインジェクション通路（37）を通じて圧縮機（30）へ供給される
冷媒の量が、ガス流量調節機構（36）を操作することによって調節される。例えば、圧縮
機（30）へ吸入される冷媒が湿り状態となってその密度が大きい場合に、圧縮機（30）を
通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に比べて過多となり、適切な運転条
件に設定できない場合がある。このような場合にガスインジェクション通路（37）を通じ
て圧縮機（30）へ冷媒を供給すると、圧縮機（30）へ吸入される冷媒の密度が減少し、圧
縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とのバランスが適切な
状態に調節される。
【００１６】
　第４の発明は、第１又は第２の発明において、上記圧縮機（30）から吐出される冷媒の
温度が所定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）を操作する制御手段（90
）を備えている。
【００１７】
　第４の発明では、液流量調節機構（40）を操作する制御手段（90）が設けられている。
制御手段（90）が液流量調節機構（40）を操作すると、液インジェクション通路（39）を
通じて圧縮機（30）へ供給される冷媒の流量が変化する。これに伴って圧縮機（30）に吸
入される冷媒の状態が変化し、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度も変化する。そして、制御
手段（90）は、圧縮機（30）から吐出される冷媒の温度が所定の制御目標値となるように
、液流量調節機構（40）を操作して液インジェクション通路（39）から圧縮機（30）への
冷媒供給量を調節する。
【００１８】
　第５の発明は、第１又は第２の発明において、上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイ
クルの高圧が所定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）を操作する制御手
段（90）を備えている。
【００１９】
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　第５の発明では、液流量調節機構（40）を操作する制御手段（90）が設けられる。制御
手段（90）が液流量調節機構（40）を操作すると、液インジェクション通路（39）から圧
縮機（30）へ供給される冷媒の流量が変化し、圧縮機（30）に吸入される冷媒の状態が変
化する。そして、圧縮機（30）の吐出冷媒の密度が変化することから、膨張機（31）へ流
入する冷媒の密度も変化し、それに伴って冷凍サイクルの高圧が変化する。そこで、制御
手段（90）は、冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧が所定の制御目標値となる
ように、液流量調節機構（40）を操作して液インジェクション通路（39）から圧縮機（30
）への冷媒供給量を調節する。
【００２０】
　第６の発明は、第１又は第２の発明において、上記冷媒回路（10）における凝縮器から
膨張機（31）へ至る冷媒流通経路の途中に配置されて、該膨張機（31）を通過する冷媒流
量を調節する高圧側流量調節機構（43,51）と、上記圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と上
記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧とがそれぞれ所定の制御目標値となるよ
うに上記液流量調節機構（40）及び高圧側流量調節機構（43,51）を操作する制御手段（9
0）とを備えている。
【００２１】
　第６の発明では、制御手段（90）が、液流量調節機構（40）及び高圧側流量調節機構（
43,51）を操作する。上述したように、制御手段（90）が液流量調節機構（40）を操作す
ると、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧がそれぞれ変化する。一方、
制御手段（90）が高圧側流量調節機構（43,51）を操作すると、圧縮機（30）と高圧側流
量調節機構（43,51）の間の冷媒量が変化し、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイ
クルの高圧がそれぞれ変化する。この第６の発明では、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度及
び冷凍サイクルの高圧が、液流量調節機構（40）の操作だけでなく高圧側流量調節機構（
43,51）の操作によっても調節される。
【００２２】
　第７の発明は、第３の発明において、上記圧縮機（30）から吐出される冷媒の温度が所
定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）及びガス流量調節機構（36）を操
作する制御手段（90）を備えている。
【００２３】
　第７の発明では、液流量調節機構（40）及びガス流量調節機構（36）を操作する制御手
段（90）が設けられる。制御手段（90）が液流量調節機構（40）を操作すると、液インジ
ェクション通路（39）を通じて圧縮機（30）へ供給される冷媒の流量が変化する。一方、
制御手段（90）がガス流量調節機構（36）を操作すると、ガスインジェクション通路（37
）を通じて圧縮機（30）へ供給される冷媒の流量が変化する。これに伴って圧縮機（30）
に吸入される冷媒の密度が変化し、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度も変化する。そして、
制御手段（90）は、圧縮機（30）から吐出される冷媒の温度が所定の制御目標値となるよ
うに、液流量調節機構（40）を操作して液インジェクション通路（39）から圧縮機（30）
への冷媒供給量を調節し、あるいはガス流量調節機構（36）を操作してガスインジェクシ
ョン通路（37）から圧縮機（30）への冷媒供給量を調節する。
【００２４】
　第８の発明は、第３の発明において、上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高
圧が所定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）及びガス流量調節機構（36
）を操作する制御手段（90）を備えている。
【００２５】
　第８の発明では、液流量調節機構（40）及びガス流量調節機構（36）を操作する制御手
段（90）が設けられる。制御手段（90）が液流量調節機構（40）を操作すると、液インジ
ェクション通路（39）を通じて圧縮機（30）へ供給される冷媒の流量が変化する。一方、
制御手段（90）がガス流量調節機構（36）を操作すると、ガスインジェクション通路（37
）を通じて圧縮機（30）へ供給される冷媒の流量が変化する。このように液流量調節機構
（40）やガス流量調節機構（36）を操作すると、圧縮機（30）に吸入される冷媒の状態が
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変化する。そして、圧縮機（30）の吐出冷媒の密度が変化することから、膨張機（31）へ
流入する冷媒の密度も変化し、それに伴って冷凍サイクルの高圧が変化する。そこで、制
御手段（90）は、冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧が所定の制御目標値とな
るように、液流量調節機構（40）を操作して液インジェクション通路（39）から圧縮機（
30）への冷媒供給量を調節し、あるいはガス流量調節機構（36）を操作してガスインジェ
クション通路（37）から圧縮機（30）への冷媒供給量を調節する。
【００２６】
　第９の発明は、第３の発明において、上記冷媒回路（10）における凝縮器から膨張機（
31）へ至る冷媒流通経路の途中に配置されて、該膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節
する高圧側流量調節機構（43,51）と、上記圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と上記冷媒回
路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧とがそれぞれ所定の制御目標値となるように上記
液流量調節機構（40）、ガス流量調節機構（36）、及び高圧側流量調節機構（43,51）を
操作する制御手段（90）とを備えている。
【００２７】
　第９の発明では、制御手段（90）が、液流量調節機構（40）、ガス流量調節機構（36）
、及び高圧側流量調節機構（43,51）を操作する。上述したように、制御手段（90）が液
流量調節機構（40）やガス流量調節機構（36）を操作すると、圧縮機（30）の吐出冷媒の
温度と冷凍サイクルの高圧がそれぞれ変化する。一方、制御手段（90）が高圧側流量調節
機構（43,51）を操作すると、上述したように、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サ
イクルの高圧がそれぞれ変化する。この第９の発明では、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度
及び冷凍サイクルの高圧が、液流量調節機構（40）やガス流量調節機構（36）の操作だけ
でなく高圧側流量調節機構（43,51）の操作によっても調節される。
【００２８】
　第１０の発明は、第１乃至第３の何れか１つの発明において、上記冷媒回路（10）にお
ける凝縮器から膨張機（31）へ至る冷媒流通経路の途中に配置されて、該膨張機（31）を
通過する冷媒流量を調節する高圧側流量調節機構（43,51）を備えている。
【００２９】
　第１０の発明では、適切な運転条件に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷
媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に比べて過少となる場合に、高圧側流量調節機構
（43,51）を操作して膨張機（31）を通過する冷媒流量を減少させると、圧縮機（30）を
通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とがバランスされる。逆に、適切な
運転条件に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過で
きる冷媒量に比べて過多となる場合に、高圧側流量調節機構（43,51）を操作して膨張機
（31）を通過する冷媒流量を増加させると、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（
31）を通過できる冷媒量とがバランスされる。この第１０の発明では、冷媒調整タンク（
35）内の冷媒を圧縮機（30）に供給するだけでなく、高圧側流量調節機構（43,51）を操
作して膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節することによっても、圧縮機（30）を通過
できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とをバランスさせることが可能である。
【００３０】
　第１１の発明は、第１０の発明において、上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクル
の高圧が所定の制御目標値となるように上記液流量調節機構（40）を操作する一方で、該
冷凍サイクルの高圧が該制御目標値を下回る状態で上記圧縮機（30）の吐出冷媒の過熱度
が所定値を下回る場合には、上記液インジェクション通路（39）の冷媒流量を一定に保つ
ように上記液流量調節機構（40）を操作すると共に、上記膨張機（31）を通過する冷媒流
量が減少するように上記高圧側流量調節機構（43,51）を操作する制御手段（90）を備え
ている。
【００３１】
　第１１の発明では、制御手段（90）が冷凍サイクルの高圧が所定の制御目標値となるよ
うに液流量調節機構（40）を操作する。冷凍サイクルの高圧が制御目標値を下回る状態で
は、制御手段（90）が液インジェクション通路（39）の冷媒流量が増加するように液流量
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調節機構（40）を操作する。すると、圧縮機（30）に吸入される冷媒の密度が増加し、圧
縮機（30）の通過冷媒量が増加して、それに伴って冷凍サイクルの高圧が上昇して制御目
標値に近づいてゆく。その一方で、液インジェクション通路（39）の冷媒流量が増加して
ゆくと、圧縮機（30）が吸入する冷媒が気液二相状態なってその湿り度が高くなってゆく
。圧縮機（30）が吸入する冷媒の湿り度が高くなってゆくと、圧縮機（30）の吐出冷媒の
過熱度が低下してゆく。
【００３２】
　そして、制御手段（90）は、圧縮機（30）の吐出冷媒の過熱度が所定値を下回ると、圧
縮機（30）が吸入する冷媒の湿り度が、液圧縮によって圧縮機（30）の損傷を招くおそれ
があるほどの高い状態に近づいていると判断する。このような場合に、制御手段（90）は
、圧縮機（30）が吸入する冷媒の湿り度がこれ以上高くならないように、冷凍サイクルの
高圧が制御目標値を下回る状態でも液インジェクション通路（39）の冷媒流量を一定に保
つように液流量調節機構（40）を操作する。そして、膨張機（31）を通過する冷媒流量が
減少するように高圧側流量調節機構（43,51）を操作する。膨張機（31）を通過する冷媒
流量が減少すると、冷凍サイクルの高圧が上昇する。
【００３３】
　第１２の発明は、第４乃至第９，第１１の何れか１つの発明において、上記制御手段（
90）が、上記冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの成績係数がその時の運転状態にお
いて得られる最高の値となるように、冷凍サイクルの運転状態に基づいて上記制御目標値
を設定するように構成されている。
【００３４】
　第１２の発明では、制御手段（90）が冷凍サイクルの運転状態に基づいて制御目標値を
設定する。その際、制御手段（90）は、冷凍サイクルの高圧がその時の運転状態で最高の
成績係数（ＣＯＰ）を得られる値となるように、制御目標値の値を定める。
【００３５】
　第１３の発明は、第１乃至第１２の何れか１つの発明において、上記冷媒回路（10）内
で冷媒を循環させて行う冷凍サイクルの高圧が該冷媒の臨界圧力よりも高い値に設定され
ている。
【００３６】
　第１３の発明では、冷媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧が該冷媒の臨界圧力
よりも高い値に設定される。つまり、圧縮機（30）から吐出される冷媒は、超臨界状態と
なっている。
【００３７】
　第１４の発明は、第１３の発明において、上記冷媒回路（10）には、二酸化炭素が冷媒
として充填されている。
【００３８】
　第１４の発明では、冷媒回路（10）に充填する冷媒として二酸化炭素が用いられる。冷
媒回路（10）で行われる冷凍サイクルの高圧は、二酸化炭素の臨界圧力よりも高い値に設
定される。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明では、冷媒調整タンク（35）内の圧力を冷凍サイクルにおける中間圧にすること
で、冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸入される冷媒との圧力差が大きく
なるようにしている。冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸入される冷媒と
の圧力差が大きくなると、冷媒調整タンク（35）から圧縮機（30）へ冷媒が流れやすくな
り、冷媒調整タンク（35）から圧縮機（30）へ供給可能な液冷媒の量が従来に比べて増加
する。従って、液流量調節機構（40）の操作によって圧縮機（30）が吸入する冷媒の密度
を従来より大きく変化させることが可能になるので、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張機
（31）の通過冷媒量とのバランスを調節する能力を向上させることができる。
【００４０】
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　また、本発明では、バイパス量調節機構（59）を有するバイパス配管（58）を設けるこ
とで、冷媒調整タンク（35）内の冷媒を圧縮機（30）に供給するだけでなく、バイパス量
調節機構（59）を操作して膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節することによっても、
圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とのバランスを調節
することができるようにしている。従って、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張機（31）の
通過冷媒量とのバランスを調節する能力をさらに向上させることができる。
【００４１】
　また、上記第２の発明では、冷媒調整タンク（35）内のガス冷媒を圧縮機（30）へ供給
するためのガスインジェクション配管（37）を設けることで、気液分離器（35）内がガス
冷媒が溜まっていく状態にならないようにしている。従って、膨張機（31）から流入する
冷媒が冷媒調整タンク（35）で液冷媒とガス冷媒とに分離しやすくなる。
【００４２】
　また、上記第３の発明では、ガスインジェクション配管（37）を通じて圧縮機（30）へ
供給される冷媒の量がガス流量調節機構（36）によって調節可能になっている。従って、
適切な運転条件に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を
通過できる冷媒量に比べて過多となるような場合でも、ガスインジェクション配管（37）
を通じて圧縮機（30）へ冷媒を供給することで、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張
機（31）を通過できる冷媒量とをバランスさせることが可能となる。
【００４３】
　また、上述したように、冷媒調整タンク（35）内の圧力が冷凍サイクルにおける中間圧
になっているので、冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸入される冷媒との
圧力差が大きい。従って、冷媒調整タンク（35）から圧縮機（30）へ比較的多くのガス冷
媒を供給することができ、ガス流量調節機構（36）の操作によって圧縮機（30）が吸入す
る冷媒の密度を比較的大きく低下させることが可能になる。よって、適切な運転条件に設
定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に
比べて過多となる運転状態に対して、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張機（31）の通過冷
媒量とのバランスを調節する能力を向上させることができる。
【００４４】
　また、上記第６の発明によれば、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度及び冷凍サイクルの高
圧を、液流量調節機構（40）の操作だけでなく高圧側流量調節機構（43,51）の操作によ
っても調節可能である。ここで、制御手段（90）が液流量調節機構（40）を操作しても、
圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧の両方を一緒に所定の制御目標値に
調節することができない場合がある。例えば、このような場合に制御手段（90）が高圧側
流量調節機構（43,51）を操作すると、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの
高圧とを微調節することができる。制御手段（90）がこのような操作を行うと、圧縮機（
30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧との両方を所定の制御目標値にさらに近づけ
ることができる。
【００４５】
　また、上記第９の発明によれば、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度及び冷凍サイクルの高
圧を、液流量調節機構（40）やガス流量調節機構（36）の操作だけでなく高圧側流量調節
機構（43,51）の操作によっても調節可能である。ここで、制御手段（90）が液流量調節
機構（40）やガス流量調節機構（36）を操作しても、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷
凍サイクルの高圧の両方を一緒に所定の制御目標値に調節することができない場合がある
。例えば、このような場合に制御手段（90）が高圧側流量調節機構（43,51）を操作する
と、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧とを微調節することができる。
制御手段（90）がこのような操作を行うと、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイク
ルの高圧との両方を所定の制御目標値にさらに近づけることができる。
【００４６】
　また、上記第１０の発明では、高圧側流量調節機構（43,51）を設けることで、冷媒調
整タンク（35）内の冷媒を圧縮機（30）に供給するだけでなく、高圧側流量調節機構（43
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,51）を操作して膨張機（31）を通過する冷媒流量を調節することによっても、圧縮機（3
0）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とのバランスを調節すること
ができるようにしている。従って、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張機（31）の通過冷媒
量とのバランスを調節する能力をさらに向上させることができる。
【００４７】
　また、上記第１１の発明では、制御手段（90）が、圧縮機（30）が吸入する冷媒の湿り
度が比較的高くなっていると判断すると、冷凍サイクルの高圧が制御目標値を下回る状態
でも液インジェクション配管（39）の冷媒流量を一定に保つように液流量調節機構（40）
を操作する。さらに、制御手段（90）は、冷凍サイクルの高圧を制御目標値に近づけるた
めに高圧側流量調節機構（43,51）を操作する。従って、圧縮機（30）における液圧縮を
防止した上で、冷凍サイクルの高圧を制御目標値に調節することが可能になる。
【００４８】
　また、上記第１２の発明では、その時の運転状態で最高のＣＯＰを得られるように制御
手段（90）が制御目標値を設定する。従って、冷凍サイクルの運転状態が最適な状態にな
るように、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とのバラ
ンスを調節することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　以下、参考技術と本発明の実施形態とを、図面に基づいて詳細に説明する。
【００５０】
　《参考技術》
　本参考技術の空調機（20）は、冷凍装置（20）によって構成されている。空調機（20）
は、図１に示すように、１台の室外ユニット（64）と３台の室内ユニット（61a,61b,61c
）とを備えている。なお、室内ユニット（61a,61b,61c）の台数は、単なる例示である。
【００５１】
　上記空調機（20）は、冷媒回路（10）を備えている。この冷媒回路（10）は、二酸化炭
素（ＣＯ２）が冷媒として充填された閉回路である。冷媒回路（10）は、１つの室外回路
（14）と、３つの室内回路（11a,11b,11c）とを備えている。これらの室内回路（11a,11b
,11c）は、第１連絡管（15）及び第２連絡管（16）によって室外回路（14）に並列に接続
されている。具体的に、第１連絡管（15）は、一端が室外回路（14）の第１閉鎖弁（17）
に接続され、他端が３つに分岐して各室内回路（11a,11b,11c）の液側端に接続されてい
る。第２連絡管（16）は、一端が室外回路（14）の第２閉鎖弁（18）に接続され、他端が
３つに分岐して各室内回路（11a,11b,11c）のガス側端に接続されている。
【００５２】
　各室内回路（11a,11b,11c）は、各室内ユニット（61a,61b,61c）に１つずつ収容されて
いる。各室内回路（11a,11b,11c）には、そのガス側端から液側端へ向かって順に、室内
熱交換器（41a,41b,41c）と、室内膨張弁（51a,51b,51c）とが設けられている。各室内ユ
ニット（61a,61b,61c）には、各室内熱交換器（41a,41b,41c）に室内空気を送るための室
内ファンが設けられている（図示省略）。
【００５３】
　室内熱交換器（41a,41b,41c）は、クロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換
器として構成されている。室内熱交換器（41a,41b,41c）へは、室内ファンによって室内
空気が供給される。室内熱交換器（41a,41b,41c）では、室内空気と冷媒との間で熱交換
が行われる。また、室内膨張弁（51a,51b,51c）は、開度可変の電子膨張弁によって構成
されている。
【００５４】
　室外回路（14）は、室外ユニット（64）に収容されている。室外回路（14）には、圧縮
・膨張ユニット（26）、室外熱交換器（44）、冷媒調整タンク（35）、室外膨張弁（43）
、四路切換弁（25）、及びブリッジ回路（24）が設けられている。室外ユニット（64）に
は、室外熱交換器（44）に室外空気を送るための室外ファンが設けられている（図示省略
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）。
【００５５】
　圧縮・膨張ユニット（26）は、縦長で円筒形の密閉容器であるケーシング（21）を備え
ている。ケーシング（21）内には、圧縮機（30）と膨張機（31）と電動機（32）とが収容
されている。ケーシング（21）内では、圧縮機（30）と電動機（32）と膨張機（31）とが
下から上へ向かって順に配置され、回転軸によって互いに連結されている。
【００５６】
　圧縮機（30）及び膨張機（31）は、何れも容積型の流体機械（揺動ピストン型のロータ
リ流体機械、ローリングピストン型のロータリ流体機械、スクロール流体機械など）によ
って構成されている。圧縮機（30）は、吸入した冷媒（ＣＯ２）をその臨界圧力以上にま
で圧縮する。膨張機（31）は、流入した冷媒（ＣＯ２）を膨張させて動力（膨張動力）を
回収する。圧縮機（30）は、膨張機（31）で回収された動力と、電動機（32）へ通電して
得られる動力との両方によって回転駆動される。電動機（32）には、図外のインバータか
ら所定周波数の交流電力が供給される。圧縮機（30）は、電動機（32）へ供給される電力
の周波数を変更することで、その容量が可変に構成されている。圧縮機（30）と膨張機（
31）とは、常に同じ回転速度で回転する。
【００５７】
　室外熱交換器（44）は、クロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器として構
成されている。室外熱交換器（44）へは、室外ファンによって室外空気が供給される。室
外熱交換器（44）では、室外空気と冷媒との間で熱交換が行われる。室外熱交換器（44）
は、一端が四路切換弁（25）の第３のポートに接続され、他端が室外膨張弁（43）に接続
されている。
【００５８】
　冷媒調整タンク（35）は、縦長で円筒状の密閉容器である。冷媒調整タンク（35）は、
冷媒回路（10）を循環する冷媒の量を調節するためのものであり、冷媒配管を介して膨張
機（31）の流出側に接続されている。この冷媒配管は、冷媒調整タンク（35）内のガス空
間に開口するように、冷媒調整タンク（35）内において上寄りの位置に開口している。冷
媒調整タンク（35）の底部には、ブリッジ回路（24）に接続される液配管（38）が接続さ
れている。
【００５９】
　ブリッジ回路（24）は、４つの逆止弁（CV-1～CV-4）をブリッジ状に接続したものであ
る。このブリッジ回路（24）における第１逆止弁（CV-1）及び第４逆止弁（CV-4）の流入
側には、液配管（38）が接続されている。第２逆止弁（CV-2）及び第３逆止弁（CV-3）の
流出側は、膨張機（31）の流入側に接続されている。第１逆止弁（CV-1）の流出側及び第
２逆止弁（CV-2）の流入側は、第１閉鎖弁（17）に接続されている。第３逆止弁（CV-3）
の流入側及び第４逆止弁（CV-4）の流出側は、室外膨張弁（43）に接続されている。
【００６０】
　四路切換弁（25）の第１のポートは、圧縮機（30）の吸入側に接続されている。第２の
ポートは、第２閉鎖弁（18）に接続されている。第３のポートは、室外熱交換器（44）に
接続されている。第４のポートは、圧縮機（30）の吐出側に接続されている。四路切換弁
（25）は、第１のポートと第２のポートとが連通して第３のポートと第４のポートとが連
通する状態（図１に実線で示す第１状態）と、第１のポートと第３のポートとが連通して
第２のポートと第４のポートとが連通する状態（図１に破線で示す第２状態）とが切り換
え自在に構成されている。
【００６１】
　上記室外回路（14）には、液インジェクション配管を構成する液インジェクション配管
（39）と、ガスインジェクション配管を構成するガスインジェクション配管（37）とが設
けられている。液インジェクション配管（39）は、その一端が冷媒調整タンク（35）の底
部に、他端が圧縮機（30）の吸入側にそれぞれ接続されている。液インジェクション配管
（39）の途中には、液側流量調節機構としての液側調節弁（40）が設けられている。ガス
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インジェクション配管（37）は、その一端が冷媒調整タンク（35）の頂部に、他端が圧縮
機（30）の吸入側にそれぞれ接続されている。ガスインジェクション配管（37）の途中に
は、ガス側流量調節機構としてのガス側調節弁（36）が設けられている。液側調節弁（40
）とガス側調節弁（36）は、何れも開度可変の電子膨張弁によって構成されている。
【００６２】
　上記空調機（20）には、制御手段としてのコントローラ（90）が設けられている。この
コントローラ（90）は、液側調節弁（40）とガス側調節弁（36）の開度調節を行うように
構成されている。具体的に、このコントローラ（90）は、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の
目標値を制御目標値として設定し、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値と
なるように液側調節弁（40）とガス側調節弁（36）の開度を調節する。その際、コントロ
ーラ（90）は、その時点の運転状態において冷凍サイクルの成績係数（ＣＯＰ）が最高と
なるような冷凍サイクルの高圧の値を、制御目標値に設定する。
【００６３】
　　－運転動作－
　上記空調機（20）の運転動作について説明する。この空調機（20）は、冷房運転と暖房
運転とが実行可能になっており、四路切換弁（25）によって運転の切り換えが行われる。
【００６４】
　《冷房運転》
　冷房運転時には、四路切換弁（25）が図１に実線で示す第１状態に設定される。室内膨
張弁（51a,51b,51c）の開度は適宜調節される。室外膨張弁（43）の開度は全開に設定さ
れる。この状態で圧縮機（30）を駆動すると、冷媒回路（10）で冷媒が循環して冷凍サイ
クルが行われる。その際、室外熱交換器（44）が凝縮器として機能し、各室内熱交換器（
41a,41b,41c）が蒸発器として機能する。
【００６５】
　具体的に、圧縮機（30）からは、臨界圧力よりも高圧となった冷媒が吐出される。この
高圧の冷媒は、室外熱交換器（44）へ流入し、室外空気へ放熱して凝縮する。室外熱交換
器（44）で凝縮した冷媒は、膨張機（31）に流入して減圧される。膨張機（31）で減圧さ
れた冷媒は、冷媒調整タンク（35）に流入して液冷媒とガス冷媒とに分離される。冷媒調
整タンク（35）内の液冷媒は、各室内回路（11a,11b,11c）へ分配される。
【００６６】
　各室内回路（11a,11b,11c）では、流入した冷媒が、室内膨張弁（51a,51b,51c）で減圧
されて室内熱交換器（41a,41b,41c）へ流入し、室内空気と熱交換を行う。この熱交換に
より、冷媒は室内空気から吸熱して蒸発する一方、室内空気は冷却されて室内へ供給され
る。各室内熱交換器（41a,41b,41c）で蒸発した冷媒は、合流後に室外回路（14）へ流入
して、圧縮機（30）へ吸入される。圧縮機（30）に吸入された冷媒は、再び圧縮されて吐
出される。
【００６７】
　冷房運転における冷凍サイクルでは、圧縮機（30）から吐出された冷媒が、膨張機（31
）で減圧された後に各室内膨張弁（51a,51b,51c）で減圧される。膨張機（31）から各室
内膨張弁（51a,51b,51c）に至るまでの間は冷凍サイクルにおける中間圧になるので、そ
の間に配置された冷媒調整タンク（35）内の圧力は冷凍サイクルにおける中間圧になる。
冷房運転では、各室内膨張弁（51a,51b,51c）が低圧側膨張機構として機能する。
【００６８】
　《暖房運転》
　暖房運転時には、四路切換弁（25）が図１に破線で示す第２状態に設定される。室外膨
張弁（43）の開度は適宜調節される。室内膨張弁（51a,51b,51c）の開度は全開に設定さ
れる。この状態で圧縮機（30）を駆動すると、冷媒回路（10）で冷媒が循環して冷凍サイ
クルが行われる。その際、各室内熱交換器（41a,41b,41c）が凝縮器として機能し、室外
熱交換器（44）が蒸発器として機能する。
【００６９】
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　具体的に、圧縮機（30）からは、臨界圧力よりも高圧となった冷媒が吐出される。この
高圧の冷媒は、各室内回路（11a,11b,11c）へ分配される。各室内回路（11a,11b,11c）で
は、流入した冷媒が室内熱交換器（41a,41b,41c）へ流入し、室内空気と熱交換を行う。
この熱交換により、冷媒は室内空気へ放熱して凝縮する一方、室内空気は加熱されて室内
へ供給される。各室内熱交換器（41a,41b,41c）で凝縮した冷媒は、合流後に室外回路（1
4）へ流入する。
【００７０】
　室外回路（14）へ流入した冷媒は、膨張機（31）に流入して減圧される。膨張機（31）
で減圧された冷媒は、冷媒調整タンク（35）に流入して液冷媒とガス冷媒とに分離される
。冷媒調整タンク（35）内の液冷媒は、室外膨張弁（43）で減圧されて室外熱交換器（44
）へ流入する。室外熱交換器（44）では、流入した冷媒が室外空気と熱交換を行う。この
熱交換により、冷媒が室外空気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器（44）で蒸発した冷
媒は、圧縮機（30）へ吸入され、再び圧縮されて吐出される。
【００７１】
　暖房運転における冷凍サイクルでは、圧縮機（30）から吐出された冷媒が、膨張機（31
）で減圧された後に室外膨張弁（43）で減圧される。膨張機（31）から室外膨張弁（43）
に至るまでの間は冷凍サイクルにおける中間圧になるので、その間に配置された冷媒調整
タンク（35）内の圧力は冷凍サイクルにおける中間圧になる。暖房運転では、室外膨張弁
（43）が低圧側膨張機構として機能する。
【００７２】
　　－コントローラの制御動作－
　先ず、液側調節弁（40）やガス側調節弁（36）の開度を変化させた場合に、冷凍サイク
ルの運転状態がどの様に変化するかを説明する。
【００７３】
　図２のモリエル線図（圧力－エンタルピ線図）には、冷媒の蒸発圧力（即ち冷凍サイク
ルの低圧）がＰＬであって、ガスクーラ出口における冷媒温度がＴｇｃである冷凍サイク
ルを図示してある。この運転状態で最高の成績係数が得られる冷凍サイクルは、Ａ－Ｂ－
Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆで表された冷凍サイクルであるとする。つまり、圧縮機（30）から吐出さ
れる冷媒の温度がＴｄとなった場合（即ち冷凍サイクルの高圧がＰＨとなった場合）に、
冷凍サイクルのＣＯＰが最高になると仮定する。
【００７４】
　なお、冷凍サイクルの高圧が冷媒の臨界圧力を超えるいわゆる超臨界サイクルでは、冷
媒の蒸発圧力（即ち冷凍サイクルの低圧）と、圧縮機（30）へ吸入される冷媒の状態（具
体的には過熱度あるいは湿り度）と、ガスクーラ出口での冷媒温度とを決めれば、それに
応じて冷凍サイクルのＣＯＰが最高となる冷凍サイクルの高圧を特定できる。
【００７５】
　冷媒回路（10）において、Ａ'－Ｂ'－Ｃ'－Ｄ'－Ｅ－Ｆで表された冷凍サイクルが行わ
れていたとする。このときには、圧縮機（30）へ吸入される冷媒の状態が点Ａ'の状態と
なっている。点Ａ'の状態の冷媒は、点Ａの状態の冷媒に比べて密度が低くなっている。
つまり、冷凍サイクルのＣＯＰが最高となる運転条件を満たすには、圧縮機（30）の通過
冷媒量が膨張機（31）の通過冷媒量に対して不足していることになる。
【００７６】
　この場合に、液インジェクション配管（39）からの液冷媒の供給を開始し、あるいは液
インジェクション配管（39）からの液冷媒の供給量を増大させると、圧縮機（30）へ吸入
される冷媒は、点Ａ'の状態から点Ａの状態へ近付き、その密度が上昇する。圧縮機（30
）へ吸入される冷媒の密度が上昇すると、それに伴って膨張機（31）へ流入する冷媒の密
度も上昇する。このため、点Ｃ'は、温度Ｔｇｃの等温線上を密度が大きくなる方向へ移
動し、点Ｃに近付いてゆく。そして、冷凍サイクルの高圧ＰＨ'が上昇して圧力ＰＨに近
付くと共に、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度が低下して温度Ｔｄに近付くこととなり、冷
凍サイクル全体がＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆで表される理想的なものに近くなってゆく。
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【００７７】
　また、冷媒回路（10）において、Ａ''－Ｂ''－Ｃ''－Ｄ''－Ｅ－Ｆで表された冷凍サイ
クルが行われていたとする。このときには、圧縮機（30）へ吸入される冷媒の状態が点Ａ
''の状態となっている。点Ａ''の状態の冷媒は、点Ａの状態の冷媒に比べて密度が高くな
っている。つまり、冷凍サイクルのＣＯＰが最高となる運転条件を満たすには、圧縮機（
30）の通過冷媒量が膨張機（31）の通過冷媒量に対して過多になっていることになる。
【００７８】
　この場合に、ガスインジェクション配管（37）からのガス冷媒の供給を開始し、あるい
はガスインジェクション配管（37）からのガス冷媒の供給量を増大させると、圧縮機（30
）へ吸入される冷媒は、点Ａ''の状態から点Ａの状態へ近付き、その密度が低下する。圧
縮機（30）へ吸入される冷媒の密度が低下すると、それに伴って膨張機（31）へ流入する
冷媒の密度も低下する。このため、点Ｃ''は、温度Ｔｇｃの等温線上を密度が小さくなる
方向へ移動し、点Ｃに近付いてゆく。そして、冷凍サイクルの高圧ＰＨ''が低下して圧力
ＰＨに近付くと共に、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度が上昇して温度Ｔｄに近付くことと
なり、冷凍サイクル全体がＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆで表される理想的なものに近くなって
ゆく。
【００７９】
　次に、コントローラ（90）の制御動作について説明する。上述のように、コントローラ
（90）は、圧縮機（30）からの吐出冷媒温度に関する制御目標値を設定する。具体的に、
コントローラ（90）は、冷凍サイクルの低圧圧力の実測値とガスクーラ出口の冷媒温度の
実測値とを、センサ等から取得する。一方、このコントローラ（90）は、冷凍サイクルの
ＣＯＰが最高となる圧縮機（30）の吐出冷媒温度を、冷凍サイクルの低圧圧力とガスクー
ラ出口の冷媒温度との関数として予め記憶している。その際、圧縮機（30）の吸入冷媒の
状態は、例えば「過熱度５℃である」あるいは「飽和状態である」というように、予め定
めておく。コントローラ（90）は、この記憶する関数に取得した実測値を代入して演算を
行い、それによって得られた値を制御目標値に設定する。
【００８０】
　そして、コントローラ（90）は、設定した制御目標値を圧縮機（30）の吐出冷媒温度の
実測値と対比し、その結果に基づいて液側調節弁（40）やガス側調節弁（36）の開度を制
御する。
【００８１】
　例えば、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値よりも高かったとする。こ
のとき、ガス側調節弁（36）が開いている状態であれば、コントローラ（90）はガス側調
節弁（36）の開度を絞ってゆく。ガス側調節弁（36）が全閉になっても依然として圧縮機
（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値よりも高ければ、コントローラ（90）は液側
調節弁（40）の開度を増大させてゆく。逆に、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制
御目標値よりも低かったとする。このとき、液側調節弁（40）が開いている状態であれば
、コントローラ（90）は液側調節弁（40）の開度を絞ってゆく。液側調節弁（40）が全閉
になっても依然として圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値よりも低ければ
、コントローラ（90）はガス側調節弁（36）の開度を増大させてゆく。
【００８２】
　　－参考技術の効果－
　本参考技術では、冷媒調整タンク（35）内の圧力を冷凍サイクルにおける中間圧にする
ことで、冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸入される冷媒との圧力差が大
きくなるようにしている。冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸入される冷
媒との圧力差が大きくなると、冷媒調整タンク（35）から圧縮機（30）へ冷媒が流れやす
くなり、冷媒調整タンク（35）から圧縮機（30）へ供給可能な液冷媒の量が従来に比べて
増加する。従って、液流量調節機構（40）の操作によって圧縮機（30）が吸入する冷媒の
密度を従来より大きく変化させることが可能になるので、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨
張機（31）の通過冷媒量とのバランスを調節する能力を向上させることができる。



(15) JP 4887929 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

【００８３】
　また、本参考技術では、冷媒調整タンク（35）内のガス冷媒を圧縮機（30）へ供給する
ためのガスインジェクション配管（37）を設けることで、気液分離器（35）内がガス冷媒
が溜まっていく状態にならないようにしている。従って、膨張機（31）から流入する冷媒
が冷媒調整タンク（35）で液冷媒とガス冷媒とに分離しやすくなる。
【００８４】
　また、本参考技術では、ガスインジェクション配管（37）を通じて圧縮機（30）へ供給
される冷媒の量がガス流量調節機構（36）によって調節可能になっている。従って、適切
な運転条件に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過
できる冷媒量に比べて過多となるような場合でも、ガスインジェクション配管（37）を通
じて圧縮機（30）へ冷媒を供給することで、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（
31）を通過できる冷媒量とをバランスさせることが可能となる。
【００８５】
　また、本参考技術では、上述したように、冷媒調整タンク（35）内の圧力が冷凍サイク
ルにおける中間圧になっているので、冷媒調整タンク（35）内の冷媒と圧縮機（30）に吸
入される冷媒との圧力差が大きい。従って、冷媒調整タンク（35）から圧縮機（30）へ比
較的多くのガス冷媒を供給することができ、ガス流量調節機構（36）の操作によって圧縮
機（30）が吸入する冷媒の密度を比較的大きく低下させることが可能になる。よって、適
切な運転条件に設定しようとすると圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通
過できる冷媒量に比べて過多となる運転状態に対して、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張
機（31）の通過冷媒量とのバランスを調節する能力を向上させることができる。
【００８６】
　また、本参考技術では、その時の運転状態で最高のＣＯＰを得られるようにコントロー
ラ（90）が制御目標値を設定する。従って、冷凍サイクルの運転状態が最適な状態になる
ように、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とのバラン
スを調節することができる。
【００８７】
　　－参考技術の変形例１－
　参考技術の変形例１について説明する。この変形例１では、図３に示すように、液配管
（38）とガスインジェクション配管（37）とに跨って内部熱交換器（45）が設けられてい
る。内部熱交換器（45）は、液配管（38）の途中に設けられる第１流路（46）と、ガスイ
ンジェクション配管（37）の途中に設けられる第２流路（47）とを備えている。内部熱交
換器（45）では、第１流路（46）と第２流路（47）とが互いに隣接する状態で配置され、
第１流路（46）の冷媒と第２流路（47）の冷媒とが熱交換を行うように構成されている。
【００８８】
　この変形例１では、ガスインジェクション配管（37）のガス側調節弁（36）で減圧され
た冷媒が、内部熱交換器（45）で冷媒調整タンク（35）内の液冷媒が流入する第１流路（
46）の冷媒と熱交換を行うことによって加熱されてその密度が小さくなる。従って、ガス
側調節弁（36）の操作によって圧縮機（30）が吸入する冷媒の密度をさらに大きく低下さ
せることが可能になる。
【００８９】
　また、この変形例１では、冷媒調整タンク（35）内からガスインジェクション配管（37
）に流入する冷媒は飽和状態のガス冷媒である。このため、ガスインジェクション配管（
37）を通じて圧縮機（30）へ向かう冷媒は内部熱交換器（45）で加熱されると過熱状態に
なる。これにより、冷房運転の際に、各室内熱交換器（41a,41b,41c）の出口における冷
媒の過熱度を比較的小さな値に調節しても、各室内熱交換器（41a,41b,41c）から圧縮機
（30）へ向かう冷媒には内部熱交換器（45）からの過熱状態の冷媒が合流するので、圧縮
機（30）が吸入する冷媒の湿り度は、液圧縮によって圧縮機（30）の損傷を招くおそれが
あるほどの高い状態にはなりにくい。従って、各室内熱交換器（41a,41b,41c）における
熱交換量を増加させることができるので、空調機（20）の運転効率を向上させることがで
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きる。
【００９０】
　　－参考技術の変形例２－
　参考技術の変形例２について説明する。この変形例２では、図４に示すように、液イン
ジェクション配管（39）及び液側調節弁（40）だけが設けられており、ガスインジェクシ
ョン配管（37）及びガス側調節弁（36）は省略されている。この冷媒回路（10）において
、液インジェクション配管（39）は、その一端が冷媒調整タンク（35）の底部に、他端が
圧縮機（30）の吸入側にそれぞれ接続されている。この点は、上記参考技術の場合と同様
である。
【００９１】
　また、この変形例２のコントローラ（90）は、ガスインジェクション配管（37）及びガ
ス側調節弁（36）を省略したことに伴い、液側調節弁（40）の開度調節だけを行うように
構成されている。つまり、このコントローラ（90）は、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の目
標値を制御目標値として設定し、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値とな
るように液側調節弁（40）の開度を調節する。
【００９２】
　上記コントローラ（90）は、圧縮機（30）の吐出冷媒温度に関する制御目標値を設定す
る。その際、コントローラ（90）は、上記参考技術の場合と同様にして制御目標値を設定
する。つまり、コントローラ（90）は、冷凍サイクルの低圧圧力の実測値とガスクーラ出
口の冷媒温度の実測値とに基づいて演算を行い、冷凍サイクルのＣＯＰが最高となる圧縮
機（30）の吐出冷媒温度を算出し、その値を制御目標値に設定する。
【００９３】
　そして、コントローラ（90）は、設定した制御目標値を圧縮機（30）の吐出冷媒温度の
実測値と対比し、その結果に基づいて液側調節弁（40）の開度を制御する。つまり、コン
トローラ（90）は、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値よりも高ければ液
側調節弁（40）の開度を拡大する一方、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標
値よりも低ければ液側調節弁（40）の開度を縮小する。
【００９４】
　《発明の実施形態》
　本発明の実施形態について説明する。本実施形態は、上記参考技術と、その変形例１及
び２とについて、図５に示すように、室外回路（14）にバイパス通路としてのバイパス配
管（58）を設けるようにしたものである。
【００９５】
　バイパス配管（58）は、膨張機（31）をバイパスするようにその膨張機（31）の上流と
下流とを接続する。バイパス配管（58）には、バイパス量調節機構である開度可変の流量
調節弁（59）が設けられている。この第２変形例では、コントローラ（90）が、液側調節
弁（40）やガス側調節弁（36）を開度制御するだけでなく、流量調節弁（59）を開度制御
するように構成されている。
【００９６】
　例えば、コントローラ（90）は、冷房運転において適切な運転条件に設定しようとする
と圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に比べて過少とな
る場合に、流量調節弁（59）を開状態する。すると、膨張機（31）を通過する冷媒流量を
減少し、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とがバラン
スされる。この第２変形例によれば、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張機（31）の通過冷
媒量とのバランスを調節する能力をさらに向上させることができる。
【００９７】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態および参考技術は、以下の変形例のように構成してもよい。
【００９８】
　　－第１変形例－
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　上記実施形態および参考技術について、コントローラ（90）が、液側調節弁（40）やガ
ス側調節弁（36）を開度制御するだけでなく、冷房運転で室外膨張弁（43）を開度制御し
、暖房運転で各室内膨張弁（51a,51b,51c）を開度制御するように構成されていてもよい
。冷房運転では、各室内膨張弁（51a,51b,51c）が低圧側膨張機構し、室外膨張弁（43）
が高圧側流量調節機構を構成する。暖房運転では、室外膨張弁（43）が低圧側膨張機構し
、各室内膨張弁（51a,51b,51c）が高圧側流量調節機構を構成する。
【００９９】
　例えば、コントローラ（90）は、冷房運転において適切な運転条件に設定しようとする
と圧縮機（30）を通過できる冷媒量が膨張機（31）を通過できる冷媒量に比べて過少とな
る場合に、室外膨張弁（43）の開度を小さくする。すると、膨張機（31）を通過する冷媒
流量を減少し、圧縮機（30）を通過できる冷媒量と膨張機（31）を通過できる冷媒量とが
バランスされる。この第１変形例では、圧縮機（30）の通過冷媒量と膨張機（31）の通過
冷媒量とのバランスを調節する能力をさらに向上させることができる。
【０１００】
　　－第２変形例－
　上記実施形態および参考技術について、図６に示すように、液インジェクション配管（
39）を、圧縮機（30）の吸入側ではなく、圧縮機（30）における圧縮行程の途中に接続し
てもよい。液インジェクション配管（39）の出口は、圧縮機（30）における圧縮行程の途
中となる空間に開口する。
【０１０１】
　この第２変形例では、蒸発後に圧縮機（30）に戻ってくる冷媒に比べて過熱度が高い圧
縮機（30）における圧縮行程の途中の冷媒に、冷媒調整タンク（35）内の液冷媒を供給し
ている。このため、圧縮機（30）に冷媒調整タンク（35）内の液冷媒が供給されても、圧
縮機（30）で圧縮中の冷媒の湿り度は、液圧縮によって圧縮機（30）の損傷を招くおそれ
があるほどの高い状態にはなりにくい。よって、圧縮機（30）が液圧縮によって損傷する
ことを抑制することができるので、空調機（20）の信頼性を向上させることができる。
【０１０２】
　　－第３変形例－
　上記実施形態および参考技術について、図７に示すように、圧縮機（30）を低段側圧縮
機構（30a）と高段側圧縮機構（30b）とにより構成して、液インジェクション配管（39）
を高段側圧縮機構（30b）の吸入側に接続してもよい。低段側圧縮機構（30a）と高段側圧
縮機構（30b）とは互いに直列に接続されている。つまり、圧縮機（30）は、低段側圧縮
機構（30a）で圧縮された冷媒を高段側圧縮機構（30b）が吸入してさらに圧縮する２段圧
縮を行うように構成されている。
【０１０３】
　この第３変形例では、蒸発後に圧縮機（30）に戻ってくる冷媒に比べて過熱度が高い高
段側圧縮機構（30b）の吸入側の冷媒に、冷媒調整タンク（35）内の液冷媒を供給するよ
うにしている。このため、圧縮機（30）に冷媒調整タンク（35）内の液冷媒が供給されて
も、圧縮機（30）が吸入する冷媒の湿り度が、液圧縮によって圧縮機（30）の損傷を招く
おそれがあるほどの高い状態にはなりにくい。よって、圧縮機（30）が液圧縮によって損
傷することを抑制することができるので、空調機（20）の信頼性を向上させることができ
る。
【０１０４】
　　－第４変形例－
　上記実施形態および参考技術について、コントローラ（90）が、冷凍サイクルの高圧が
所定の制御目標値となるように液側調節弁（40）やガス側調節弁（36）を開度制御するよ
うに構成されていてもよい。
【０１０５】
　この場合、コントローラ（90）は、冷凍サイクルの高圧に関する制御目標値を設定する
。具体的に、コントローラ（90）は、冷凍サイクルの低圧圧力の実測値とガスクーラ出口
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の冷媒温度の実測値とを、センサ等から取得する。一方、このコントローラ（90）は、冷
凍サイクルのＣＯＰが最高となる冷凍サイクルの高圧を、冷凍サイクルの低圧圧力とガス
クーラ出口の冷媒温度との関数として予め記憶している。その際、圧縮機（30）の吸入冷
媒の状態は、例えば「過熱度５℃である」あるいは「飽和状態である」というように、予
め定めておく。コントローラ（90）は、この記憶する関数に取得した実測値を代入して演
算を行い、それによって得られた値を制御目標値に設定する。
【０１０６】
　そして、上記実施形態のコントローラ（90）のように液側調節弁（40）及びガス側調節
弁（36）の開度制御を行うものは、設定した制御目標値を冷凍サイクルの高圧の実測値と
対比し、その結果に基づいて液側調節弁（40）やガス側調節弁（36）の開度を調節する。
【０１０７】
　例えば、冷凍サイクルの高圧の実測値が制御目標値よりも低かったとする。このとき、
ガス側調節弁（36）が開いている状態であれば、コントローラ（90）はガス側調節弁（36
）の開度を絞ってゆく。ガス側調節弁（36）が全閉になっても依然として圧縮機（30）の
吐出冷媒温度の実測値が制御目標値よりも高ければ、コントローラ（90）は液側調節弁（
40）の開度を増大させてゆく。逆に、圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値
よりも高かったとする。このとき、液側調節弁（40）が開いている状態であれば、コント
ローラ（90）は液側調節弁（40）の開度を絞ってゆく。液側調節弁（40）が全閉になって
も依然として圧縮機（30）の吐出冷媒温度の実測値が制御目標値よりも低ければ、コント
ローラ（90）はガス側調節弁（36）の開度を増大させてゆく。
【０１０８】
　また、上記参考技術の変形例２のコントローラ（90）のように液側調節弁（40）の開度
制御を行うものは、設定した制御目標値を冷凍サイクルの高圧の実測値と対比し、その結
果に基づいて液側調節弁（40）の開度を調節する。
【０１０９】
　例えば、冷凍サイクルの高圧の実測値が制御目標値よりも低かったとすると、コントロ
ーラ（90）は、液側調節弁（40）の開度を増大させてゆく。逆に、圧縮機（30）の吐出冷
媒温度の実測値が制御目標値よりも高かったとすると、コントローラ（90）は、ガス側調
節弁（36）の開度を増大させてゆく。
【０１１０】
　　－第５変形例－
　上記実施形態および参考技術について、コントローラ（90）は、第４変形例のように冷
凍サイクルの高圧が所定の制御目標値となるように液側調節弁（40）を操作する場合に、
冷凍サイクルの高圧が制御目標値を下回る状態で圧縮機（30）の吐出冷媒の過熱度が所定
値を下回ると、湿り防止動作を行うように構成されていてもよい。この場合、コントロー
ラ（90）は、圧縮機（30）の吐出側に設けられたセンサに基づいて圧縮機（30）の吐出冷
媒の過熱度を検出する。
【０１１１】
　コントローラ（90）は、冷凍サイクルの高圧が制御目標値を下回る状態で、圧縮機（30
）の吐出冷媒の過熱度が所定値以上となる場合には、液インジェクション配管（39）の冷
媒流量が増加するように液側調節弁（40）を操作する通常動作を実行する。通常動作を実
行すると、圧縮機（30）に吸入される冷媒の密度が増加し、圧縮機（30）の通過冷媒量が
増加して、それに伴って冷凍サイクルの高圧が上昇して制御目標値に近づいてゆく。その
一方で、液インジェクション配管（39）の冷媒流量が増加してゆくと、圧縮機（30）が吸
入する冷媒が気液二相状態なってその湿り度が高くなってゆく。圧縮機（30）が吸入する
冷媒の湿り度が高くなってゆくと、圧縮機（30）の吐出冷媒の過熱度が低下してゆく。
【０１１２】
　そして、コントローラ（90）は、圧縮機（30）の吐出冷媒の過熱度が所定値を下回ると
、圧縮機（30）が吸入する冷媒の湿り度が、液圧縮によって圧縮機（30）の損傷を招くお
それがあるほどの高い状態に近づいていると判断する。このような場合に、コントローラ
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（90）は、圧縮機（30）が吸入する冷媒の湿り度がこれ以上高くならないように、冷凍サ
イクルの高圧が制御目標値を下回る状態でも湿り防止動作を実行する。
【０１１３】
　湿り防止動作では、コントローラ（90）が、液インジェクション配管（39）の冷媒流量
を一定に保つように液側調節弁（40）を操作すると共に、膨張機（31）を通過する冷媒流
量が減少するように、冷房運転では室外膨張弁（43）を操作し、暖房運転では各室内膨張
弁（51a,51b,51c）を操作する。例えば冷房運転において、コントローラ（90）が、膨張
機（31）を通過する冷媒流量が減少するように室外膨張弁（43）の開度を小さくすると、
冷凍サイクルの高圧が上昇して制御目標値に近づいてゆく。本変形例によれば、圧縮機（
30）における液圧縮を防止した上で、冷凍サイクルの高圧を制御目標値に調節することが
可能になる。
【０１１４】
　　－第６変形例－
　上記実施形態および参考技術について、コントローラ（90）が、圧縮機（30）の吐出冷
媒温度と冷凍サイクルの高圧がそれぞれ所定の制御目標値となるように液側調節弁（40）
やガス側調節弁（36）を開度制御するように構成されていてもよい。
【０１１５】
　この場合、コントローラ（90）が液側調節弁（40）やガス側調節弁（36）を操作しても
、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧が両方とも所定の制御目標値にな
らない場合がある。このような場合に、コントローラ（90）は、冷房運転では室外膨張弁
（43）を調節し、暖房運転では各室内膨張弁（51a,51b,51c）を調節することによって、
圧縮機（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧とを微調節するように構成されてい
る。冷房運転では、各室内膨張弁（51a,51b,51c）が低圧側膨張機構し、室外膨張弁（43
）が高圧側流量調節機構を構成する。暖房運転では、室外膨張弁（43）が低圧側膨張機構
し、各室内膨張弁（51a,51b,51c）が高圧側流量調節機構を構成する。
【０１１６】
　例えば、冷房運転において、コントローラ（90）が液側調節弁（40）を操作した結果、
圧縮機（30）の吐出冷媒温度のみが制御目標値となり、冷凍サイクルの高圧が制御目標値
を大きく下回る場合に、コントローラ（90）が、室外膨張弁（43）の開度を小さくする。
これにより、圧縮機（30）と室外膨張弁（43）の間の冷媒量が増加し、冷凍サイクルの高
圧が上昇し、冷凍サイクルの高圧を制御目標値に近づけることが可能となる。
【０１１７】
　なお、室外膨張弁（43）の開度を小さくすると、圧縮機（30）の吐出冷媒の温度も上昇
する。このため、コントローラ（90）は、室外膨張弁（43）の操作前又は操作後に、圧縮
機（30）の吐出冷媒の温度の上昇分を考慮して、圧縮機（30）の吐出冷媒温度が制御目標
値を僅かに下回るように液側調節弁（40）を操作してもよい。本変形例によれば、圧縮機
（30）の吐出冷媒の温度と冷凍サイクルの高圧との両方を制御目標値により近づけること
が可能になる。
【０１１８】
　　－第７変形例－
　上記実施形態および参考技術について、図８に示すように、室外膨張弁（43）を逆止弁
（CV-4）の位置に設けてもよい。この空調機（20）では、冷房運転時には室外膨張弁（43
）を全閉にする。暖房運転時には、圧縮機（30）に向かう冷媒の過熱度が一定になるよう
に、室外膨張弁（43）の開度を調節する。
【０１１９】
　　－第８変形例－
　上記実施形態について、図９に示すように、空調機（20）に設けられる室内ユニット（
61）が１台であってもよい。
【０１２０】
　　－第９変形例－
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　上記実施形態について、室内膨張弁（51）の代わりにキャピラリチューブを用いてもよ
い。この場合、冷媒回路（10）に四路切換弁（25）やブリッジ回路（24）を設けずに、空
調機（20）を冷房運転のみ実行可能に構成してもよい。
【０１２１】
　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、ある
いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　以上説明したように、本発明は、熱源側回路に対して複数の利用側回路が並列に接続さ
れたマルチ型の冷凍装置について有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】参考技術に係る空調機の概略構成図である。
【図２】冷媒回路で行われる冷凍サイクルを示すモリエル線図（圧力－エンタルピ線図）
である。
【図３】参考技術の変形例１に係る空調機の概略構成図である。
【図４】参考技術の変形例２に係る空調機の概略構成図である。
【図５】実施形態に係る空調機の概略構成図である。
【図６】第２変形例に係る空調機の概略構成図である。
【図７】第３変形例に係る空調機の概略構成図である。
【図８】第７変形例に係る空調機の概略構成図である。
【図９】第８変形例に係る空調機の概略構成図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　10　冷媒回路
　20　空調機（冷凍装置）
　30　圧縮機
　30a 低段側圧縮機構
　30b 高段側圧縮機構
　31　膨張機
　35　冷媒調整タンク
　36　ガス側調節弁（ガス流量調節機構）
　37　ガスインジェクション配管（ガスインジェクション通路）
　39　液インジェクション配管（液インジェクション通路）
　40　液側調節弁（液流量調節機構）
　43　室外膨張弁（低圧側膨張機構、高圧側流量調節機構）
　45　内部熱交換器
　51　室内膨張弁（低圧側膨張機構、高圧側流量調節機構）
　58　バイパス配管（バイパス配管）
　59　流量調節弁（バイパス量調節機構）
　90　コントローラ（制御手段）
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